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農業委員の活動をのぞいてみよう

あさぎり町農業委員会だより

令和5年 6月発行 2

　令和 5 年 4 月 1 日（土）森園カントリーパークにおいて、第 1 回『岡春豪農 's フェスタ』
が開催されました。農業委員は餅つきを担当。地元の農業者を中心として、団結力は素晴
らしく、餅つきから餅丸めまでみなさんの息もピッタリ！！たくさんの餅が出来上がりま
した。
　当日の餅投げ役としても参加し、来場者にたくさんの餅を振る舞うことができました。
　天気も味方をしてくれて、当日はたくさんの来場者で大賑わいでした。

おいしい餅ができました！

　3 月 10 日総会終了後に、熊本県農
業会議より講師を依頼し、タブレット
端末を使って、現地確認アプリの操作
方法を詳しく学びました。
　今後は、毎月の総会や農地の利用状
況調査等に活用していきます。

タブレット端末操作研修会



農地法の下限面積（別段面積）が撤廃されました

全国農業新聞特別賞を受賞！！
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　「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）」が令和５
年４月１日から施行され、下限面積要件が撤廃されました。
　農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援する
ことを目的とされています。
　ただし、改正後においても、次に規定する要件は存置されます。
◎農地の権利取得後、耕作等の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作等の
　事業を行うと認められること。
◎耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
◎農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること。

【現行の下限面積】

【変更後の下限面積】

設定区域 下限面積（別段面積）

あさぎり町全域 2,000㎡

空き家に付随した農地 100㎡

設定区域 下限面積（別段面積）

あさぎり町全域 廃止

空き家に付随した農地 廃止

　第 29 回「農業委員会だより」全国コンクール
におきまして、令和4年 12月発行のあさぎり町
農業委員会だよりが「全国農業新聞特別賞」を受
賞しました。
　今後も、よりよい農業の情報をみなさんに届け
ていきたいと思います。



令和 5 年度 あさぎり町農業委員会総会日程のお知らせ
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※（都合により、開催日が変更になる場合があります）

予定日 申請書締切日

6月12日　(月 ) 5月25日　（木）

7月10日　（月 ) 6月23日　（金）

8月10日　（木） 7月25日　（火）

9月11日　（月 ) 8月25日　（金）

10月10日　（火 ) 9月25日　（月）

予定日 申請書締切日

11月10日　（金 ) 10月25日　（水 )

12月11日　（月 ) 11月24日　（金 )

1月10日　（水 ) 12月25日　（月 )

2月 9日　（金 ) 1月25日　（木 )

3月11日　（月 ) 2月23日　（金 )

※ 2019 年以降、この制度による受
 給を受けた人は対象外となります。
 法人は、免許取得後３年間従事し
 なかったとき、返還を求めること
 があります。
 １人で２種類目を利用する場合、
 免許取得日が令和５年４月１日以
 降の日付のものに限ります。

【問い合わせ先】一般社団法人あさぎり町農業支援センター　☎ 45-1134（直通）

　（一社）あさぎり町農業支援センターでは、農業経営のための免許・資格等取得支
援事業を実施しますので、内容をお知らせいたします。

あさぎり町農業経営のための免許取得支援事業
農業従事者の皆さまへ

支援事業の主な内容

対象者 あさぎり町に住所を有する農業経営体である事業主およびその構成員
１経営体あたり２名分まで（１人で２種類取得可）

免許の種類 大型特殊・けん引・無人航空機 (ドローン )

補助金の額

１人目　対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て）
　　　　上限30,000円
２人目　対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て）
　　　　上限20,000円

必要書類

●取得資格講座の見積書・パンフレット等、受講金額がわかるもの
●法人：農業経営をしていることが証明できる書類、在籍証明書
●事業主本人：令和４年度確定申告書Ｂ第一表
●専従者：事業主の令和４年確定申告書Ｂ第一表および第二表
　　本年度より事業を開始される人は開業届・青色専従者給与に関する届出書

・・・ ・・・ ・・・



８月中旬より農地パトロール
（利用状況調査）を実施します。

お知らせ

令和４年度の農地中間管理事業における実績

貸付申込数
（人）

貸付面積
（㎡）

借受申込数
（人）

マッチング

件数 面積（㎡）

令和４年度 71 324,298 31 63 234,722

あさぎり町農業委員会だより
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　農地パトロールは、遊休農地の発生防止・解
消と違反転用の発生防止・早期発見を目的とし
ています。
　調査前には、草刈りをしていただくなどの農
地の適正な管理をお願いします。
　農地の利用についてのお困りごとや、分から
ないことがありましたら、早めに地域の農業委
員または農業委員会事務局までご相談ください。

旧町村

荒廃程度
合　計再生可能な荒廃農地 再生困難な荒廃農地

緑（低） 黄（中） 赤（重）
面　積 筆数 面　積 筆数 面　積 筆数 面　積 筆数

上 29,931 20 17,623 12 9,441 16 56,995 48
免　田 14,234 17 6,318 7 2,811 5 23,363 29
岡　原 16,495 13 6,151 3 2,163 4 24,809 20
須　恵 15,276 10 4,473 6 18,612 19 38,361 35
深　田 59,914 39 5,311 6 10,635 12 75,860 57
合　計 135,850 99 39,876 34 43,662 56 219,388 189

単位：㎡R4　耕作放棄地調査結果表

　令和４年農業委員会だより 12 月号でお知らせしましたとおり、農業経営基盤強化促進
法による利用権設定は令和 7 年 3 月 31 日で終了します。その後の新規契約や契約更新に
ついては、農地中間管理機構（農地バンク）を通した貸借へと移行します。
　詳しい内容につきましては、お近くの農業委員または農業委員会事務局までお問い合わ
せください。

　農地中間管理機構（農地バンク）へ登録をされ、貸借をされた件数は次のとおりです。

　令和４年度の農地パトロールの結果、50 筆 37,440㎡を非農地判断しました。
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農業者年金受給者の皆さまへ

　農業者年金の現況届は、年金受給権者の人が年金を受給する資格があるかなどについて、
農業者年金基金法に定めるところにより、毎年１回確認するものです。
　農業者年金基金から５月下旬頃に通知が届いていますので、必要事項を記入・署名のうえ、
あさぎり町役場総合窓口または農業委員会に提出してください。

★役場各支所（上、岡原、須恵、深田）にも提出できます。
★直接持っていくことができない場合には郵送でも受け付けます。

〒868-0408　あさぎり町免田東1199番地　あさぎり町農業委員会　まで
★もし、受給権者の人が亡くなっている場合には、現況届は不要ですが、死亡届の手続
　きが必要になります。戸籍謄本など死亡を確認できるものをお持ちのうえ、ＪＡあさ
　ぎり支所で手続きをしてください。
★住所などが変更になった場合には、ＪＡあさぎり支所で各種手続きをしてください。
★もし記入間違いをした場合は、間違った箇所に二重線を引き、余白に書き直してくだ
　さい。訂正印は必要ありません。
★用紙を紛失したり、汚した場合には各提出先に手書き用の用紙があります。
★現況届用紙は機械で読みとりますので、汚したり、折り曲げたりしないでください。

現況届の提出は６月３０日までに

男性7名、女性 2名、計 9名 !!
加入率において、熊本県第１位

令和4年度 農業者年金新規加入者9名

　令和４年度は、通常加入（20,000円～67,000
円）が多く、そのうち2名は35歳以下で10,000
円からの加入をされました。
　政策支援加入を検討中の場合は、早めに加入され
ると国庫補助期間も長くなります。
　将来、安定した老後の生活を送るために、早いう
ちからの備えは大切です。
　農業者年金に関するお問い合わせは農業委員会事
務局へどうぞ。

～令和4年度の加入の傾向～
農業委員

会入口に

パンフレ
ットもあ

ります。

ぜひ、ご
覧くださ

い。
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あさぎり町賃借料情報
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農業現場に役立つ旬の情報をお届けします !
購読してみませんか？
全国農業新聞は地域農業者の代表機関である農業委員会ネットワー
クが発行する週刊の農業総合専門誌です。

発行日　毎週　金曜日
購読料　１ヵ月　700 円
 （送料　税込み）
◎購読申し込みは、
　農業委員会事務局まで

　あさぎり町における令和 4 年 1 月から令和 4 年 12 月までに締結（公告）された賃貸借
における賃借料水準（10a あたり）は、以下のとおりとなっております。

※データ数は、集計に用いた筆数である。   
※金額は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としている。   
※「（参考）あさぎり町」の平均額は、全データを平均した値である。   

賃借料情報（田）

賃借料情報（畑）

区域 年 平均値 最高 最低 データ数

上
Ｒ 4 22,100 円 30,000 円 10,000 円 176
Ｒ3 20,000 円 30,000 円 8,000 円 166

免　田
Ｒ 4 19,700 円 26,500 円 7,700 円 168
Ｒ3 22,000 円 32,000 円 10,000 円 125

岡　原
Ｒ 4 19,700 円 28,000 円 10,000 円 90
Ｒ3 19,000 円 30,000 円 10,000 円 111

須　恵
Ｒ 4 18,200 円 22,000 円 10,000 円 47
Ｒ3 18,000 円 25,000 円 7,000 円 52

深　田
Ｒ 4 18,800 円 29,900 円 6,000 円 38
Ｒ3 19,000 円 28,000 円 7,000 円 28

（参考）
あさぎり町

Ｒ 4 20,200 円 30,000 円 6,000 円 519
Ｒ3 20,000 円 32,000 円 7,000 円 493

区域 年 平均値 最高 最低 データ数

あさぎり町全域
Ｒ 4 8,000 円 10,000 円 5,000 円 62
Ｒ3 8,000 円 13,000 円 3,000 円 36
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